
 

資料３　第23回河川保全利用委員会審議事項の整理表

審議事項
第23回河川保全利用委員会（H20.12.4）審議内容

（主な委員意見、決定した事項及び継続して検討する事項）
第23回委員会での審議結果

第24回河川保全利用
委員会 審議内容

第24回委員会
配布資料

1)現地調査 ●現地調査を実施した。 ― ― ―

2)第2 2回委員会の
整理事項

●「資料３ 第 22回河川保全利用委員会　審議事項整理表」の審議事項を確認し、承認した。 ― ― ―

●「資料４　河川敷利用の基本理念・基本方針について」を説明し、審議を行った。

・本日出された意見を反映させて、これ
で確定することとする。

― ― 
3)河川敷利用の基
本理念・基本方針に
ついて

【基本理念】
・１行目から２行目にかけて「そのような」という文言が２回出てくるので、後の方を「こうした」にした方がわ
かりやすい。
・１行目から２行目にかけて「そのような環境を享受しつつ」とあるが、文章的にわかりにくいように思うので
「そのような環境に育まれた」としてはどうか。

【基本方針】
・ (5)「自然環境の復元」を「供用前の自然環境への復元」とすればどうか。

●「資料５　河川敷地占用許可申請・審査の手引き抜粋資料」を説明し、審議を行った。

・この審議にて、最終意見を述べたこと
とする。

― ― 
4)河川敷地占用許
可申請・審査の手引
きについて

・表紙は琵琶湖河川事務所（河川保全利用委員会）とすべきである。
・３ページの一番下の④で「委員会は、委員会を開催して」とあるが、「委員会」という言葉は組織に対しても
使用し、また会合に対しても使用するため、この２つの用法が重なると読んでいてわかりにくくなるので修正
した方がよい。
・３ページのフロー図の「２．意見照会書の付託」で矢印が２本あるが、左の矢印はいらないのではないか。
・３ページのフロー図に「３．現地見学」とあるが、議事次第では「現地調査」となっているので、文言を統一
すべきである。
・５ページのフロー図の一番下に「ニュースレター」とあるが、「委員会ニュース」に修正する必要がある。
・７ページの「（１）審査表原本の作成」の２行目が「収録するする」と「する」が重複しているので削除する必
要がある。

●「資料６　第３期河川保全利用委員会の委員構成等について」を説明し、審議を行った。

・委員構成は従来のままとする。
・委員候補の推薦については、委員長・
副委員長が中心となり、各委員の意見も
伺いながら進める。

― ― 
5)第３期河川保全利
用委員会の委員構
成等について

・委員構成は従来のままでいいのではないか。
・委員候補の推薦については、案ー２は時間的に非常に難しいことから、委員長・副委員長が中心となっ
て、各委員の意見も伺いながら進めていく。

6)平成１９年１月１８
日付け意見書に基

●「資料７　占用許可申請説明書抜粋資料」にて守山市からの報告及び河川管理者からの補足説明を行っ
た。 ・時間の関係上、報告及び説明に留め、

審議は次回からとする。 
― ― 

づく報告 ―

7)河川管理者による
審査対象案件概要
説明

●「資料８　審査対象案件概要説明資料」にて河川管理者から概要説明を行った。 
― ― ―

―

その他 
●「資料９　今後のスケジュール」について説明した。 

― ― ―
―

一般傍聴者からの
意見聴取

●一般傍聴者からの意見はなし ― ― ―

※ 6)以降は、委員の途中退席により委員会成立定数を充足しなくなったことから、懇談会として進行を行った。



資料４　　審　査　表 

審査区分 審査項目 審査細目 審 査 内 容 の 説 明 自由記入欄

Ａ

A1
基本理念 

A11 基本理念 基本理念の内容を満足しているか。 

基本理念と
基本方針等

A2
基本方針 

A21 基本方針 基本方針の内容を満足しているか。 

の検証 A3
意見書 

A31 継続申請時の改善 意見書で指摘された事項について、改善を行ったか。（改善のための計画を策定したか。） 

B1
B11 必要理由 この場所を必要とする理由は基本理念と基本方針に照らし合わせ妥当か。 

必要性 
B12 適正面積 占用面積は必要昀低限にしているか。その算定に妥当性を示したか。 

B21 代替可能性 堤内地で代替できない施設であるか。 

B2
代替性

B22 代替地調査 堤内地で代替可能な施設の場合、代替地を調査をしたか。 

Ｂ
占用施設の

B23 代替地選定 代替地調査の結果、適した代替地があった場合、用地取得を試みたか。 

計画と設置
理由の検証 B31 人への安全 占用区域内及び周辺道路における利用者、散策者、流域住民の安全に配慮した対策を講じているか。 

B3
安全性 

B32 施設の安全
施設が自然災害等により被害（増水等による冠水、台風・地震等による倒壊、火災等）が生じた場合に備えて施設の安全対
策を講じているか。 

B33 安全対策の周知 施設設置により影響を受ける近隣住民に安全対策と事故時の対応策を周知しているか。 

B4
B41 公共性 設置する施設は広く一般の用に供することが可能で、申請者だけの利用に限られる排他・独占的なものではないか。 

公共性 
B42 地元の理解 申請者は、設置する施設周辺の地元理解をどのような方法で得たのか（得るのか）。 

C11 設置期間 許可を受けた施設の使用期間はどのくらいになるか。 

C12 施設の変遷
継続申請の場合、前回占用許可期間内にどのように施設内容が変化したか。また、その変化理由はどのようなもので、適切
なものであったか。 

C13 施設管理 利用に関する注意事項、緊急時の連絡先は看板等で利用者等に明示しているか。 

C1
占用施設

C14 共同利用 既存類似施設が申請場所の近隣にある場合、その施設の共同利用について、所管者と協議を行ったか。 

利用計画 C15 維持管理 施設の維持管理計画は適正であるか。また、施設の構造・規模は占用申請期間を適正に考慮したものか。 

施設整備に係る使用資材は河川内の資材を極力使用することとし、河川外からの持ち込みを必要昀小限に留めているか。
C16 施設の補修・新設 （例えば、駐車場の舗装の代わりにチップ材を使用しているなど）また、地形の改変は、環境・治水・利水に配慮して必要昀小

限に留められているか。 

C17 構造物の安全 施設を構成する遊具等の構造物の定期点検を実施しているか。また、安全対策は定めているか。 

C21 利用状況 占用区域内の各利用施設ごとに利用者数の変動（時刻、曜日、季節）を把握しているか。 

C
占用施設の
利用計画と
利用者等か
らの検証

C2
利用者 

C22 便所 トイレ施設を確保し適正に維持管理しているか。 

C23 ゴミ処理 ゴミ処理の方法を定めているか。 

C24 利用者対応 適正な利用を促すための管理方法（管理人等の配置）を定めているか。 

C25 駐輪･駐車場 利用者の駐輪場・駐車場（身体障害者用等を含む）を確保しているか。 

C31 利用者の年齢等
利用者の年齢や身体又は健康状態に関わりなく利用可能な施設か。また、利用制限を設けている場合はそれに合理性があ
るか。 

C32 利用者交流 常時利用者と流域住民との交流はあるか。また、交流を促進させる計画があるか。 

C3
利用形態 

C33 川とのふれあい 利用者と川とのふれあいが可能な施設か。 

C34 河川愛護保護活動 河川の環境・治水・利水等の理解を促すための活動計画（または実績）があるか。 

C35 地域活性化 占用区域周辺地域の活性化を促す利用施設か。 

C4
住民意見

C41 意見聴取 利用計画策定に際して広く流域住民から意見聴取（対話討論会等）を行ったか。 

の反映 C42 利用者意見 流域住民や施設利用（予定）者からの意見を反映させて計画した施設か。 

D11-1 大気汚染 占用区域とその周辺の大気汚染等の現況を調査したか。また、施設は占用区域とその周辺の大気質に影響を与えないか。 

D11-2 水質汚濁・底質汚染
占用区域とその周辺の河川水質・底質の現況を調査したか。施設は占用区域とその周辺の水質・底質に影響を与えない
か。また、農薬（殺虫剤・殺菌剤・除草剤等）の使用を禁止しているか。 

D11-3 土壌汚染
占用区域とその周辺陸域の土壌質の現況を調査したか。施設設置により占用区域とその周辺の土壌汚染を招かないか。農
薬（殺虫剤・殺菌剤・除草剤等）の使用を禁止しているか。施設構造物等は有害化学物質を使用していないか。 

D11-4 地下水
占用区域とその周辺の地下水・河川伏流水の現況と近隣住民等による利水状況を調査したか。また、施設は占用区域とそ
の周辺の地下水系とその水質に影響を与えないか。 

D11-5 騒音・振動
占用区域とその周辺の騒音・振動の現況を調査したか。また、施設は占用区域とその周辺の新たな騒音・振動の発生源に
ならないか。 

D11-6 悪臭 占用区域とその周辺の悪臭の現況を調査したか。また、施設は占用区域とその周辺への悪臭発生源にならないか。 

D1
D12 地形改変

占用区域とその周辺の地形の特性の現況を調査したか。また、施設の地形改変が占用区域の地形特性に与える影響は軽
微か。 

環境 
D13 整備の影響 施設整備に伴い小動物･植生への影響はないか。 

D14-1 陸生生物
占用区域とその周辺における陸生動植物の分布等の現況を調査したか。また、施設は陸生生物、とくに貴重種や保全対象
種の生存に影響を与えないか。 

D14-2 水生生物
占用区域とその周辺における水生動植物の分布等の現況を調査したか。また、水生生物、とくに貴重種や保全対象種の生
存に影響を与えないか。 

D15 生態系
占用区域とその周辺の生物・生態系の概況を調査したか。施設が占用区域とその周辺の生態系に及ぼす影響は軽微か。生
物の生息・生育環境の河川縦横断方向の連続性が分断される可能性は低いか。 

Ｄ
環境・治水・

D16 環境復元 占用期間終了後、自然環境の早期復元を見込んだ整備計画としているか。 

利水を考慮
した占用施

D17 作業車の通行影響 河川敷を占用施設の管理作業車が走行することにより自然環境への影響はないか。 

設の検証 
D18 無線使用の影響 施設で使用する無線周波数は、周辺受信施設に影響を与えないか。 

D2
治水 

D21 治水 治水上の影響について事前審査は完了しているか。（確認事項） 

D22-1 構造物
占用区域が存する河川における過去の流況を把握しているか。また、施設の構造物は洪水時に治水上の支障を生じさせな
いか。 

D22-2 構造物流失 洪水時に構造物が流出しない対策が講じられているか。また、流出した場合の処置を定めているか。 

D22-3 構造物撤去 冠水時に影響を受ける構造物を設置している場合、洪水時を想定した構造物の撤去訓練を定期的に実施しているか。 

D3
利水 

D31 利水計画 施設に利水計画がある場合、事前審査は完了しているか。（確認事項） 

D32 利水への影響
施設に利水計画がある場合、あるいは施設が河川水・地下水に影響を及ぼす可能性がある場合、既存の水利使用に影響を
与えないか。 

D4
景観･文化 

D41 景観
占用区域とその周辺の景観特性（生態学的景観を含む）の現況を調査したか。また、施設の形態（形状・色彩等）が占用区
域とその周辺の景観特性に及ぼす影響は軽微か。 

D42 景観変化の把握 占用に伴う景観変化の予測を行っているか。 

D43 植栽 占用区域の植栽が周辺景観に及ぼす影響は軽微か。また在来の植生を活かした植栽か。 

D44 文化財 占用区域とその周辺の文化財の現況を調査したか。また、施設は占用区域とその周辺の文化財に影響を与えないか。 

D45 歴史文化
占用区域とその周辺の歴史･文化に関する現況を調査したか。また、施設は占用区域とその周辺の歴史・文化（伝承文化
等）と共存可能か。

※「施設整備」には、新築・改築・維持修繕を含む。 



資料 5

医 Ie 上交 i週省 Jfi:畿地方犠備局

重苦鷲 f坊河 i ii' 事務所長 潟村賢二機 

平成 19年 1 )'j I古河

fiiT!II 係金利flJ委員会

(琵琶湖河川事務所 
委員長 金文彦t!::!)

) r-:-..

占用許可申錆に対する意見苦手

(守山市野洲 JII 小浜f<iJ JII 公理)

平成 13 年 I 月 16 日付け鏑近楚路白羽第 

あ哩ました下総点朋許可才量殺について、河川管理主者ーが対象施設

の占汚許可の更新のを華笠を行うに型車し、下記の意見及 

療を具申いたします。

23 号にて意見照会の

rJ 爽 E遣事

対象施設の俄婆

施設の名祢 好者 H川小浜河川公滋

場所
守山市小君主昨日郎記

(右主詳 しお明付近から Ulan 付近)

J，; J時総紋 多目的広場、緑地広場、 t旺路

申務省 守山 m

一_._~

占flJ ilii 繍 17 , 268. o rr? 

(1/3)
 



1. ~霊長会としての;意見・築望

対象施殺は、平成 13 俸に策定された l 野洲川tnJ )11 怨関駅肌*榊想 j にもとづ

いて、持 IT) II 改修時の「地域分断 J ，;:対応した地元交流の携として地元製法により平

成 14 年に野洲 )11 右岸の i潟水数に談後されたものである， 

M諸施設は、多倒的広場、緑地広場であり、波宮まされて以降、総投手 11m について

大きな変滋はない。筋紋手 IlJ 詩形織は自ぬ使用方吉原 WJ であ号、利用者相互のノレーノレで

運用されている。利用者は関係住民が中心であるため、地 J成に務寺ました草 I JjfJ ，者側の

交流も図れている。利用状況を Jもると、多目的広場 l土利用され技術もされているが、

この上流側にある緑地広場は整備状況から十分に利用されていないと見られる，ま

た、野洲 )llfnf 口郊に近いため、この;臨放の駐車場者利丹]して、低水波浮上から魚釣

りをする釣り人が多い。

当該錨 pJi l立、野洲川河口昔話 iこ近い、 i，nll 敷の存者水敷の白剤餓所であり、とくに冬

季ーには諸積淑からの鳥類の飛来が多く見られる部分である，また、環境溺を考える

と、潟水放の金帽を占用した利用であるため、生物の生息綴主立をとくに縦断方向に

分断する影毛筆があると考える。 

.lli 委員会は、 f)11でなければできない利潟 J を尊笈ずる観点から、当該多目的広
場等は河川|数以外での殺後・利用が可総であるため、河川敷への殺俊は妥当とはい

えず、 fnf)1I数以外に紋鐙すべき脳波であると判断する。したがって、対象施設は総

小、または堤内地で代替地刻隣保すべき純i設であると考える

このため、土地を供出した術開 II河川である経緯や地域の強い婆A'lがあるさ見状から、
すぐに対応することは難しい而はあるが、代誉士也の碗保または統存施設の規模の縮

小を検討すべきであると考えるの

ただし、点 mを継続するひとつの方策として、利用形態令 f何) II とのふれあいを

目指した水辺の総合的利用が可能な線設j に変 E立する選択放が考えられる。とのよ
うな配慮が十分になされた場合には、継続点舟は可能と考える。対話集会では、中

州を観察する施設、ワンド構造の変更、7k遊びの施設などの r)11 とのふれあいj の

設概要裂が訴せられていることからも、従来のスポ}ツ・レタりェーション施設の

みでなく、 )11遊び長会めた)11 とのふれあいができる自然公i務的な施設など、 f)11で

なければできない利用」を含め、利用形態の改告書を検討されたい。おおよそ 2 年を
回途に総論 HII していただきたいa

したがって、当委員会は、下記の意見及び書室謎事墳を付して、対象古量殺の占 JU'子

宮I滞!関東新がi溜当であると考える。 

I 市周許可期限の更新についての意見 1

①言各自約広場のf\;緑地の磁保または線機の縮小の検討~行うよう指導すること。

②多目的広場などの占用絡設の利用形線を、担f川とのふれあいのできる平IJm形

古島 lと変更ずる検討を行うよう指導すること p 検討に際し、河川智耳君主苦i士協力

すること， 

@f代害事地の検討j または f)11 とのふれあいへの検討!の報告期般を Z 年とし

結論を~富昔話すること。 

rMI'J許可期限の更新iと関巡す『る星空望事項]

①占用者が利用英機会十分tEl麗していないので、把i躍を 'I')' うよう鎗導ずること。

②河JiI利用の課員耳が多くえられるので、公鶴邪Jmのあり方について点矧者、関

係住民と E筆者晶を行い fl可}IIのあり方j を示すこと a 

(2 13) 



2. 検討の経緯

平成 18 年 J j. j 16 日 意見照会議の受溜

平成 18 年 1 月初日 委員会 前)11管理者から申務内容についての説明

対象総設及び勝辺の務地調査Ii事総

役員による設見炎換

平成 18 年 3 月 3 日 委員会 中 E育者から市宮吉正理由・内容についての説明

委員による意見交換

平成 J8 年 8 月 31 日 意見交換会 市縁者から申務内容についての布告足説明

委員による意見交換

IJZ成 18年 10 月 3 日 委員会 委員によるお用許可期間更新につい C協議

以上

。13) 



平成 19 年 1 Jl IiS'日 

E苦土交通省 近畿地方整備局

認登抑i河)11事務所長 河村俊二害事 

M)II係金利用委員会

(聖若宮室湖f可 )11事務所)a、

言毒気:妥 ささ文彦 f三斗

占用許可申請に対する意見議

(守山市野洲)11改修記念公漆i)

平成 1& .j干'. I 月 16 日付け留i丘殺王者占潟第 28 i予;こで主主見総会の

ありました下記占用許可滅設について、河川管理者が対象施設

のお用許可の更新の審交を ITうに際し、下況の意見及び婆E道事;

宅買を具申いたします。

対象施設の欲要

凪| 名骨仲 野洲)11改修記念公廊

場所
守山市笠原町地先

(:ti'.岸 3.8km付近} 

<s HJn極設

い一一

申告与者

ゲートボーノレ場、サッ刀一場、グラウンドゴノレブ場

守山市

占苅商務 

一件

23 ， 097 盆 o lui 

(112)
 



1.委員会としての主主兇・重喜怒

対象施設 l士、 l日野総)11潮流の締切衡所の堤防を安定させるためと、非常用土砂号事

設備替するために、堤防の裏1JIIJに盛土をした野洲 )11 j1持流側帯に設在室されたものであ

る。

占J!l施設としては、自苦手口 63 &ドにゲートボ}ノレ主語、平成 B 年にザ yカ}場、平成 9

年にグラウンドゴノレブ携が設i置され、自然とのふれあいとスポーツの1普及を殴る巡 

JliIJ熔殺として利用されている。

当完書簡演は、持J)Il!般に佼援しているが、潟水数ではなく堤紡の場内地側{側帯) 

lこ{立鐙する音II分の，5Jjjである。このため、 1mでなければできない利用 j の綴点か

らは、河川!の自然環境に与える影響は少々いと考えられる織殺で、生物の生息然境

の連続性を分i析するlJiれも少ないと判断する。

当議員会は、スポーツ施設等の本来河川敷以外で利用されるべき施設は縮小して

いくことが原員iJマあるが、野洲)11改修のj皮史的経緯を緩て昭和 63 if三から設鐙され、

多くの利用者があり広域的なれJJ官者交流も悶れている現状と、ノk議E主交を紹介する

場としての観点から、継続使用が妥当と考える。さらに利用者の利便性を考慮した

施設の有効利用と駐車場に関する改蕃を婆製するものである悶

したがって、当委員会 1土、下記の窓見及び要望事攻を[すして、対象施設の占用許

可期関東:新が適当であると考える。

{お用許可期限の更新についての意見 1

①グラウンドゴノレア場はあまワ利用されておら?、主IE符管草Eも十分でない状総て

ある。利用苦dElることのできる形 lこ変更をするか、返却の検討をされたい。ま

た、{也の野洲) III可)11公閣の代総候補地点として検討をされたい。

[，5用許可期限の更新に関速する歪ig韮事頃]

①，$片j}塩訟のための革主総湯、憲主主草場が設音量されておらず、来場者 l士、道路上 lこ駐

主主している。対綴集会では、重主滋話芸設畿の婆裂が;$く脊せられており、駐輪場、

駐車場の緩倣を検討されたい。 

2.	 検討の経緯

平成 18 年 l 月 16 日 ;"&;見照会議の受理

平成 18 年 1 月初日 委員会 jiiIJ II 管理者から f評論内容についての説明

対象施設及び周辺の現地総 3空機器 E

委員による鴬見交換

平成 18年 3 jJ 3 日 委員会 申請者から中古車耳 Erll .内容についての説明 

~1 司による蕊見交換

平成 18 年 g 月 31 日 意見交換会 $競落すから申務内容についての補足説明

委員による;蔵丸交換

平成 18 !flOjJ 3 1'l 委員会 委員による占J!l普午可湖 I潟変革庁について協滋

以上 
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平成 19 年 i 月 i官釘

関こと交i描省 近畿地方終備潟

若君翠湖河)11事務所長 河村賢二様

河川 i係金利用委員会

(滋醤瀬河)11事務所) 〆ヘ

委員長 さ生文彦 f惣1

点用許可 I刺殺に対する意見苦手

(守山市野測)1 1) 11 回河川公闘)

平成 18 年 i 月 16 日付け国近鐙琵占調 mZ8 .J')-にて;訟JtP.ll会の

ありました下記占 ffl許可施設について、再[[) II智慧!者が対象胞絞

め許可期間の更新の若手3まを行うに際し、下況の意見及び嬰E軍事

項を具申いたします。

対象主主殺の椀築

絡訟の名称 野洲JIIJII 伺 mIJl1公翻

場所
守 We詩) II 間部If出先

(左岸 5.3km 付近から 5.9km 付近)

白剤施設
多目的広場、緑地広場、グラウンドゴノレブ場、坂路、管君主

道路

中古育者 守山市

占用面積 34 , 152.40nI 

(1/3) 



1.議員会としての意見ー繋銭

対象施設は、平成 13 年に策定された「野洲 )ll iJiJ )11空間殺備基本構恕lj Iこもとづ

き、平成 14 年に野VIi )11友俸の潟水.敢に殺鐙されたものである a

占用施設l士、多目的広場、緑地広場、グラウンドニfノレブ識であり、紋置されて以

棒、施設利用に大きな変遜はない。施設やj)fJ形協は自由使用が原則であり、利用者

相瓦のノレ}ノレで迎用されている。利用者は関係住民を中心 iこ他の地域の住民も利用

してお型、地峨 iこ儲殺した利用者間の交流も!溺れている.利用状況については、グ

ラウンドゴノレブ揚の利用者が最も多く、整織も行き届いている匂また、駐車場に寧

を停め、 t民水被燥を )11 まで降りて川遊びをする家主主巡れも見られる.

当 i境鑓所l土、河) II!般の潟水敷の全綴を占 f日したfll郊であり、生態系を合めた環~ 

ffiを考えると、とくにグラウンドゴルフ場は占期主主閉が長く、生物の生息苦詩境を縦

断方向に分断する影響があると考える。

当委員会は、 r	 を噂墜する観点から、当該スポーツ)11でなければできない利用 l

焔設等は河川敷以外での殺妓・利用が可絡であるため、ii'J) II激への設授は妥当とは

いえず、河川敷以外に設援すべき方量殺であると判断する。したがって、対象施設は、

縮小、または縫内地で代棒地を線保すべき絡設であると考える。

このため、地繊の要望や利用者の必至聖位が"Iiい、現状から、すぐに対応することは

難しい孤もあるが、代替地の総保または塁走存施設の波A其の縮小を検討すべきである

と考える。

ただし、占閣を継続するひとつの方策として、利用形協を「伊iJ )11 とのふれあいを

目指した水辺の総合的利用が可能な縮設J 1こ変更する選択肢が考えられる。このよ

うな配慮が十分になされた場合には、継続占用は可総Ie考える。従来のスポーツ・

レクリエーションとしての手IJ)fJのみでなく、) II遊びを含めた)11 とのふれあいができ

る自然公図的な施設など、 r を含め、利潤形般の欲望華)11でなければできない利用 j

を検討されたい。おおよそ 2 年を回途に結論安闘していただきたい。

したがって、当委員会 I;):、下況の意見及u喪主tn拝主置を付して、対議施設の占舟言午

可持j関東軍rrが適当であると考える。

[.5用許可期限の更新についての意見1

①スポ]ツ・レクジエ}ション線放の代替士自の有損保または規模の紛小の検討を

行うよう指導すること。

③占)fJ施設のf.1j!司形態を、iJiJ )11 とのふnあいのできる利用形態を含む箔設に変

獲する検討を行うよう指導すること.検討に i黙し、河川管理者は協力するこ

と。 

③	 f代務Jt!lの検i付j または r) II とのふれあい可能な利用形態への検討j の線告

期限を 2 年とし結論を磯認すること。 

[，5;)'詰許可J\JJI恨の"l!!:新 iこ関巡する疑惑事項}

①お用者が利用実絡を十分担援していないので、抱皇室を行うよう掲導すること。

②多〈の利用者を考え、駐車場設緩場所に身障者駐車スベースめ談後と軍主総場

の設置を検詳けること。

③トイレのスロープなど仮設構造物は周辺来線iζ配慮すること。

④前)II利用の事長是君主2多く兇られるので、公|説:j<1j)fJのあり方について占用 J身、関

係住民と議論者行い liJiJ)1Iのあり方j を示すこと。 
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2. 検苦抑選手持

平成 18 年 1 月 16 日 意見 j照会替の受渡

1jt fi J/; 18 {p I 月初日 委員会 初 J)II 管淑者から申務内容についての説明

対象潟設及び周辺の E見地調査Tt車認

委員による怠見交換

平成 18 年 3 月 3 日 星空員会 申昔育者から申務理由・内容についての説明

委員による意見交換

平成 18 年 S 月 31 i'l 意見 Z主換会 '*'務者から申舗内君主についての補足説明

委員による意見交換 

平成 18 年 10 月 3 日 3幸良会 委員による占月許可期許可更新について協議

以上 
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資料６　今後のスケジュールについて

今後のスケジュールについて（平成20年度～平成21年度）

平成20年度 平成21年度
委員会回数 第21回 第22回 第23回 第24回 作業会 第25回 第26回 第27回 作業会 第28回

審議内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

河川敷利用の
基本理念・基本方針 公表

河川敷地占用許可
申請・審査の手引き 公表

野洲川小浜河川公園
（守山市）　更新 諮問 審議

意見書

提出

野洲川小浜河川公園
（守山市）　報告 

○

報告

野洲川川田河川公園
（守山市）　更新 諮問 審議

意見書

提出

野洲川川田河川公園
（守山市）　報告 

○

報告

野洲川改修記念公園
（守山市）　更新 諮問 審議

意見書

提出

野洲川改修記念公園
（守山市）　報告 

○

報告

野洲川ふれあい 申請説明書 意見書
広場（野洲市・守山市） 作成依頼・受領 諮問 提出

※野洲川ふれあい広場（野洲市・守山市が連名で許可受け）の占用許可期限は平成21年9月30日までとなっています。
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